
国庫補助事業  

 

令和 7年度徳島県スポーツ少年団指導者研修会開催要項 

（第１回コース） 

 

1． 趣 旨： 

スポーツ指導者の学びの場として、スポーツに関する最新情報等はもちろん、参加者間の情報交換や参

加者自身の指導活動について振り返る機会等を提供し、スポーツ指導者としての実践力を高めるとともに、

指導者間のネットワークづくりに寄与することを目的に、本研修会を開催する。 

 

2． 主 催：公益財団法人日本スポーツ協会 

 公益財団法人徳島県スポーツ協会 徳島県スポーツ少年団指導者協議会 

 

3． 開催期日：令和 7年１１月２９日（土） 

 

4． 会 場：阿南市文化会館「夢ホール」 ２階 研修室 １ 

阿南市富岡町西池田 135番地 1 TEL 0884-21-0808 

 

5． 参 加 者： 

（１） スポーツ少年団関係者(指導者、役員・スタッフ、育成母集団、保護者)  

（２） 日本スポーツ協会公認スポーツ指導者 

 

6． 日 程： 

時  間 

 

プログラム 

12：40～ 受 付 

13：00～13：05 開会式 

13：05～14：35 講  演Ⅰ：「言葉の力でチームが変わる PEP TALK」 

講 師 安井 三鈴 氏 （認定研修講師） 

＜所属 一般財団法人日本ペップトーク普及協会＞ 

14：35～14：50 休 憩 

14：50～16：20 講 演Ⅱ：「ケガの予防とトレーニング」 

講 師 西浦 祥仁 氏 （公認アスレティックトレーナー） 

＜所属 徳島県トレーナー協会＞ 

16：20～16：30 閉会式・事務連絡 

 

7． 参 加 料：無料 

 

8.  定 員：５０名（※申込は先着順とし、定員に達した時点で締め切らせていただきます。 ） 

 

9. 申込方法： 

（１）参加申込みは以下のＵＲＬ又はＱＲコードのオンラインフォームからお申込みください。 

   ＜オンラインフォーム： https://forms.gle/eMth97vWWXgu4skGA＞ 

 

（２）公認スポーツ指導者の更新研修として参加する場合は指導者マイページにてお申込みください。 

＜指導者マイページ：https://account.japan-sports.or.jp/sign_in＞ 

https://forms.gle/eMth97vWWXgu4skGA
https://account.japan-sports.or.jp/sign_in


10. 申 込 日：令和７年１０月１日（水）～令和７年１０月２９日（水） 

 

11. 問合せ先：公益財団法人徳島県スポーツ協会 徳島県スポーツ少年団 

〒772-0017鳴門市撫養町立岩字四枚 61番地 鳴門・大塚スポーツパーク内 

TEL088-684-3660 FAX088-684-3661 

 

12. そ の 他： 

（１）更新研修としての取扱い 

本研修の参加により、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格の更新研修を修了した

ことになります。なお、テニス、バウンドテニスおよびオリエンテーリング資格は 1 ポイント、チアリーディン

グ（コーチ 3のみ）資格は都道府県スポーツ協会実施の 1回分の実績となりますが、別途、資格毎に定め

られたポイント獲得や研修受講などの要件を満たす必要があります。 

ただし、次の資格については、更新研修を修了したことにはなりません。 

[水泳、サッカー、バスケットボール、バドミントン、ライフル射撃（スタートコーチのみ）、剣道、空手道、エア

ロビック（コーチ 4 のみ）、スクーバ・ダイビング、プロゴルフ、プロテニス、プロスキー、スポーツドクター、

スポーツデンティスト、アスレティックトレーナー、スポーツ栄養士、クラブマネジャー]（2025 年 4 月 1 日

現在） 

※公認スポーツ指導者資格の更新研修の詳細は公益財団法人日本スポーツ協会のホームページにてご

確認ください。 

※指導者マイページへの受講実績の反映は、研修参加から平均 2か月後となります。 

 

（２）免責事項  

天災地変や伝染病の流行、会場・輸送等の機関のサービスの停止、官公庁の指示等の主催者が管理

できない事由により、研修会内容の一部変更及び中止のために生じた参加者の損害については、主催者

ではその責任を負いません。  

 

（３）個人情報の取扱い  

参加申込にあたって収集した個人情報は参加否の通知を目的に使用させていただきます。また、研修

会中に撮影した写真等については、会報をはじめ、本会のホームページや各種報告書において利用する

ことがあります。なお、この個人情報は、参加者の同意なしに、第三者に開示・提供することはありません

(法令などにより開示を求められた場合を除く)。 

 

 


